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鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  
 

（ 趣 旨 ）  
第 １ 条  鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 （ 以 下 、 補 助 金 ） は 北 海 道 が 定

め る 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 実 施 要 領 第 ４ 条 に 基 づ く 協 議 決 定 の
下 、 北 方 型 住 宅 ZERO の 新 築 住 宅 の 取 得 又 は 既 存 住 宅 に 対 す る 性 能 向 上 リ フ ォ ー
ム を 行 う 住 宅 取 得 者 に 補 助 金 を 交 付 す る も の で あ る 。  

 
（ 交 付 の 目 的 ）  
第 ２ 条  北 方 型 住 宅 ZERO の 新 築 や 既 存 住 宅 の 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム を 実 施 す る 者 に 対

し 、 補 助 金 を 交 付 す る こ と に よ り 、 省 エ ネ ・ 再 エ ネ 性 能 の 優 れ た 住 宅 ス ト ッ ク の 形
成 を 図 る こ と で 「 鹿 追 型 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ 」 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 
（ 定 義 ）  
第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  
（ １ ） 住 宅  
     住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 11 年 法 律 第 81 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の

「 住 宅 」 を い う 。 尚 、 公 共 及 び 民 間 が 管 理 す る 賃 貸 住 宅 は こ れ に あ た ら な い 。  
（ ２ ） 北 方 型 住 宅 ZERO  
   北 方 型 住 宅 基 準 （ 令 和 ５ 年 ５ 月 31 日 付 け 建 指 第 467 号 ） 第 ４ （ ４ ） 及 び 第 ５ に 適

合 す る 住 宅 を い う 。  
（ ３ ） 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム  

既 存 住 宅 の 改 修 工 事 の う ち 、 別 表 第 １ で 定 め ら れ て い る 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 や 断 熱 性
能 の 向 上 を 伴 う 工 事 を い う 。  

（ ４ ） 住 宅 取 得 者  
 第 ２ 号 を 自 ら 居 住 す る こ と を 目 的 に 新 た に 発 注 又 は 購 入 す る 者 及 び 第 ３ 号 を 工 事

施 工 業 者 に 発 注 す る 者 を い う 。  
（ ５ ） 住 宅 事 業 者  

町 ⾧ に 補 助 金 事 業 者 登 録 届 を 提 出 し 、 登 録 事 業 者 と し て 認 め ら れ 、 登 録 事 業 者 名 簿
に 登 録 さ れ た 町 内 の 工 事 ・ 設 計 事 業 者 等 の こ と を い う 。 尚 、 第 ２ 号 に 係 る 工 事 ・ 設
計 事 業 者 等 は 登 録 事 業 者 に 限 ら な い 。  

（ ６ ）  『 ZEH』 補 助  
  経 済 産 業 省 及 び 環 境 省 で 実 施 し て い る ZEH 支 援 事 業 に お け る ZEH+を 対 象 と し た  

補 助 事 業 、 次 世 代 ZEH＋ （ 注 文 ・ 建 売 ・ TPO） 実 証 事 業 及 び 次 世 代 HEMS 実 証 事
業 に よ る 補 助 金 を い う 。  

 
（ 補 助 対 象 者 ）   
第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  
（ １ ） 鹿 追 町 の 住 民 票 に 記 載 さ れ て い る 者 （ 実 績 報 告 書 を 提 出 す る と き ま で に 本 町 に 転

入 す る 者 を 含 む 。 ） で あ る こ と 。  
（ ２ ） 町 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。 （ 前 号 の 括 弧 書 き に あ た る 者 は 、 現 に 住 所 を 有 す る

市 町 村 民 税 ）  
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（ ３ ） 鹿 追 町 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 鹿 追 町 条 例 第 ２ ８ 号 ） 第 ２ 条 及 び 第 ３ 号 に 規
定 す る 暴 力 団 員 等 （ 以 下 、 「 暴 力 団 員 等 」 と い う 。 ） に 該 当 す る 者 及 び 暴 力 団 員
等 が 出 資 、 融 資 、 取 引 そ の 他 の 関 係 を 通 じ て そ の 事 業 活 動 に 支 配 的 な 影 響 力 を 有
す る 者 で な い こ と 。  

 
（ 補 助 の 条 件 ）  
第 ５ 条  本 事 業 の 対 象 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 す べ て に 該 当 す る も の と す る 。  
（ １ ）  補 助 金 の 交 付 対 象 事 業 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 工 事 請 負 契 約 又 は 売 買 契 約

を し た も の と す る 。  
（ ２ ）  建 築 基 準 法 そ の 他 関 係 法 令 に 、 明 ら か な 法 令 違 反 が な い こ と 。  
（ ３ ）  『 ZEH』 補 助 が 交 付 さ れ て い な い こ と （ 予 定 を 含 む 。）。  
（ ４ ） 鹿 追 町 の 他 の 補 助 制 度 に よ り 補 助 金 が 交 付 さ れ て い な い こ と （ 予 定 を 含 む 。）。  
（ ５ )  第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 住 宅 取 得 者 は 、 竣 工 後 少 な く と も ２ 日 以 上 は 展 示 の 用 に 供

す る こ と 。   
（ ６ ）  住 宅 取 得 者 は 、 北 海 道 が 既 存 住 宅 の 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム の 促 進 を 図 る こ と を 目 的

に 、 住 宅 の 写 真 及 び 工 事 内 容 を 広 報 等 に 必 要 な 範 囲 で 利 用 す る こ と を 許 諾 す る こ
と 。 ま た 、 完 成 見 学 会 を 行 う こ と 。   

 
（ 補 助 金 の 額 等 ）  
第 ６ 条  補 助 金 は 予 算 の 範 囲 内 に よ り 、 対 象 経 費 の 1/3 以 内 で 次 の 各 号 の 額 を 上 限 と

し 、 商 品 券 （ 1,000 円 綴 り ） を 交 付 す る 。 算 出 し た 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場
合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ま た 、 工 事 に 要 す る 経 費 が 200,000 円 （ 税 込 ） 未 満 の
場 合 は 補 助 対 象 外 と す る 。  

    尚 、 補 助 対 象 外 経 費 は 別 表 第 ２ に 掲 げ る 経 費 と す る 。  
（ １ ） 北 方 型 住 宅 ZERO の 場 合 、 450,000 円 ／ 戸 （ 年 間 ）  
（ ２ ） 住 宅 へ の 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム の 場 合 、 500,000 円 ／ 戸 （ 年 間 ）  
 
（ 申 請 受 付 期 間 等 ）  
第 ７ 条  申 請 は 公 募 に よ り 募 集 す る こ と と し 、交 付 申 請 の 受 付 期 間（ 以 下 、「 申 請 受 付 期

間 」 と い う 。 ） は 、 当 該 年 度 の ２ 月 １ ０ 日 ま で と す る 。 た だ し 、 申 請 受 付 期 間 で あ
っ て も 、 補 助 金 交 付 予 定 額 が 予 算 の 範 囲 を 超 え た 場 合 は 、 そ の 日 を も っ て 申 請 の 受
付 を 終 了 す る も の と す る 。 尚 、 申 請 期 限 が 役 場 閉 庁 日 の 場 合 は 、 翌 開 庁 日 と す る 。  

 
（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  
第 ８ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、補 助 金 交 付 申 請 書（ 第 １ 号 様 式 ）に 別 表 第

3 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 町 ⾧ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
   尚 、 申 請 は 代 行 し て 当 該 施 工 に 係 る 住 宅 事 業 者 が 行 う も の と す る 。  
 
（ 補 助 金 の 交 付 決 定 ）  
第 ９ 条  町 ⾧ は 前 条 の 規 定 に よ る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 交 付 の 可 否 を 決 定 す る も の と す る 。   
２  町 ⾧ は 、 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は 、 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（ 第 ２ 号 様 式 ）に よ り 、補 助 金 の 不 交 付 を 決 定 し た と き は 、補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書
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（ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 及 び 住 宅 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  
 
（ 変 更 等 の 承 認 ）  
第 10 条  本 補 助 事 業 の 内 容 又 は 本 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 を 変 更 す る 場 合 に お い て は 、あ

ら か じ め 鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 変 更 承 認 交 付 申 請 書 （ 第 ４
号 様 式 ） を 町 ⾧ に 提 出 し 、 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

２  本 補 助 事 業 が 実 績 報 告 の 期 限 ま で に 完 了 の 見 込 が な い 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め
鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 繰 越 承 認 申 請 書（ 第 ５ 号 様 式 ）を 町 ⾧
に 提 出 し 、 承 認 を 受 け る も の と す る 。 繰 越 申 請 期 間 は 当 該 年 度 の １ ２ 月 ２ ６ 日 と す
る 。承 認 を 受 け た 事 業 は 、事 業 申 請 時 の 事 業 完 了 予 定 年 度 の 翌 年 度 の 実 績 報 告 期 限 ま
で に は 事 業 を 完 了 す る も の と す る 。尚 、申 請 期 限 が 役 場 閉 庁 日 の 場 合 は 、翌 開 庁 日 と
す る 。  

３  本 補 助 事 業 を 中 止 す る 場 合 に お い て は 、 鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補
助 金 中 止 承 認 申 請 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） を 提 出 し 、 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 
（ 変 更 承 認 決 定 ）  
第 11 条  町 ⾧ は 、前 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、そ の 内 容 を 審

査 し 、鹿 追 町 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金 変 更 等 承 認 書（ 第 7 号 様 式 ）に
よ り 、 申 請 者 に そ の 内 容 を 通 知 す る も の と す る 。  

 
（ 補 助 金 の 実 績 報 告 ）  
第 12 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 施 工 完 了 か ら ３ ０ 日 以 内 、ま た は 当 該 年 度

の ２ 月 25 日 の い ず れ か 早 い 日 、補 助 金 実 績 報 告 書（ 第 ８ 号 様 式 ）に 別 表 第 4 に 掲 げ
る 書 類 を 添 え て 、こ れ を 町 ⾧ に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。尚 、申 請 期 限 が 役 場 閉 庁 日
の 場 合 は 、翌 開 庁 日 と す る 。ま た 、報 告 は 当 該 施 工 を 実 施 し た 住 宅 事 業 者 が 行 う も の
と す る 。  

 
（ 補 助 金 の 額 の 確 定 及 び 交 付 ）  
第 13 条  町 ⾧ は 、前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、報 告 書 の 内 容 の

審 査 を 速 や か に 行 う も の と す る 。  
２  町 ⾧ は 、前 項 の 審 査 の 結 果 、適 正 に 執 行 さ れ て い る と 認 め る と き は 、補 助 金 の 交 付 額

を 確 定 し 、補 助 金 額 確 定 通 知 書（ 第 ９ 号 様 式 ）に よ り 補 助 対 象 者 に 通 知 す る も の と す
る 。  

３  町 ⾧ は 、 第 ２ 項 に よ る 通 知 後 、 速 や か に 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  
 
（ 補 助 金 交 付 の 取 消 し ）  
第 14 条  町 ⾧ は 、補 助 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た 場 合 に は 、補 助 金 の 交 付

の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  
（ １ ） 虚 偽 の 申 込 み そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補 助 金 を 受 け た と き 。  
（ ２ ） 補 助 金 を 目 的 以 外 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  
（ ３ ）補 助 金 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 、売 却 、譲 渡 、交 換 、廃 棄 、貸 し 付 け 、又 は 担 保 に

供 し た と き 。  
２  町 ⾧ は 、 前 項 の 規 定 に よ る 取 り 消 し を し た と き は 、 補 助 金 交 付 決 定 取 り 消 し 通 知 書
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（ 第 １ ０ 号 様 式 ） に よ り 交 付 決 定 者 に 通 知 す る 。  
 
（ 補 助 金 の 返 還 ）  
第 15 条  町 ⾧ は 、前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、

既 に 補 助 金 を 交 付 し て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 当 該 補 助 金 を 町 ⾧ に 返 還 さ せ な け
れ ば な ら な い 。  

２  交 付 決 定 者 は 、前 項 の 規 定 に よ る 返 還 命 令 を 受 け た と き は 、期 限 内 に 当 該 補 助 金 を 町
⾧ に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

 
（ 状 況 調 査 ）  
第 16 条  町 ⾧ は 、必 要 に 応 じ て 補 助 金 の 交 付 対 象 と な っ た 対 象 設 備 等 の 設 置 状 況 等 の 調

査 を 行 う こ と が で き る 。  
２  交 付 決 定 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 の 責 務 ）  
第 17 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、鹿 追 型 ゼ ロ カ ー ボ ン シ テ ィ の 実 現 に 向 け て 、省 エ

ネ ル ギ ー 活 動 に 努 め 、 二 酸 化 炭 素 排 出 削 減 に 寄 与 す る 生 活 を 実 践 し な け れ ば な ら な
い 。  

附  則  
こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 11 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 

別 表 第 １  
工 事 種 別  対 象 と な る 工 事  

建 物 全 体 の 断 熱 改
修  

建 物 全 体 の 外 皮 平 均 熱 貫 流 率 を 0.46W/(㎡ ･K)以 下 と す る 工
事  

開 口 部 の 省 エ ネ 改
修  

窓 及 び ド ア の 断 熱 性 能 を 高 め る 工 事  

躯 体 の 省 エ ネ 改 修  外 壁 全 体 の 断 熱 性 能 を 高 め る 工 事  
屋 根 又 は 天 井 全 体 の 断 熱 性 能 を 高 め る 工 事  
床 全 体 の 断 熱 性 能 を 高 め る 工 事  

高 効
率 設
備 の
導 入
（ 未
使 用
品 ）  

高 断 熱 浴 槽  JIS A5532 :2011に 規 定 す る 「 高 断 熱 浴 槽 」 と 同 等 以 上 の 性
能 を 有 す る こ と 。  

電 気 ヒ ー ト
ポ ン プ  

JIS C 9220 :2018に 基 づ く 年 間 給 湯 保 温 効 率 、 又 は 年 間 給 湯
効 率 が   2.7 以 上  

潜 熱 回 収 型
ガ ス 給 湯 機  

給 湯 暖 房 器 に あ っ て は 、 給 湯 部 熱 効 率 が 94% 以 上 で あ る こ
と 。 給 湯 単 能 器 、 ふ ろ 給 湯 器 に あ っ て は 、 モ ー ド 熱 効 率 が  
83.7% 以 上 で あ る こ と 。  

潜 熱 回 収 型
石 油 給 湯 機  

油 だ き 温 水 ボ イ ラ ー に あ っ て は 、 連 続 給 湯 効 率 が 94% 以 上
で あ る こ と 。 石 油 給 湯 機 の 直 圧 式 に あ っ て は 、 モ ー ド 熱 効
率 が  81.3% 以 上 で あ る こ と 。 石 油 給 湯 機 の 貯 湯 式 に あ っ て
は 、 74.6 ％ 以 上 で あ る こ と 。  
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ヒ ー ト ポ ン
プ ・ ガ ス 瞬
間 式 併 用 型
給 湯 機  

熱 源 設 備 は 電 気 式 ヒ ー ト ポ ン プ と ガ ス 補 助 熱 源 機 を 併 用 す
る シ ス テ ム で 貯 湯 タ ン ク を 持 ち 、 年 間 給 湯 効 率 （ JGKAS 
A705） が  102 ％ 以 上 で あ る こ と 。  

節 湯 水 栓  JIS B2061:2017に 規 定 す る 「 節 湯 形 」 の 水 栓 と 同 等 以 上 の
機 能 を 有 す る こ と 。  

燃 料 電 池 シ
ス テ ム  

燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 計
算 プ ロ グ ラ ム に お い て 選 択 可 能 な 機 種 で あ る こ と （ 燃 料 電
池 発 電 ユ ニ ッ ト の 後 付 け も 可 ）  

コ ー ジ ェ ネ
レ ー シ ョ ン
設 備  

燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト  
・ 燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能
計 算 プ ロ グ ラ ム に お い て 選 択 可 能 な 機 種 で あ る こ と 。 （ 燃
料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト の 後 付 け も 可 ）  
 
ガ ス エ ン ジ ン 給 湯 器  
・ ガ ス エ ン ジ ン ・ コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン に つ い て は 、 ガ ス
発 電 ユ ニ ッ ト の JIS 基 準  JIS B 8122 ） に 基 づ く 発 電 及 び 排
熱 利 用 の 総 合 効 率 が 、 低 位 発 熱 量 基 準  LHV 基 準 ） で  80 
％ 以 上 で あ る こ と 。  

暖 房 機 能 を
有 す る 空 気
清 浄 機 能 又
は 換 気 機 能
付 き エ ア コ
ン  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 試 験 機 関 等 で 効 果 が 確 認 さ れ た 暖
房 機 能 を 有 す る 換 気 機 能 又 は 空 気 清 浄 機 能 付 き エ ア コ ン  
① 国 、 地 方 公 共 団 体 ま た は 独 立 行 政 法 人 （ 以 下 、 「 国 等 」
と い う 。 ） が 運 営 す る 試 験 機 関 等  
② 国 等 の 認 可 等 を 受 け た 試 験 機 関 等  
③ 法 令 ま た は 条 例 に 基 づ く 試 験 等 を 国 等 か ら 受 託 し て い る
試 験 機 関 等  

LED照 明  工 事 を 伴 う も の で あ る こ と 。  
節 水 型 ト イ
レ  

JIS A5207に 規 程 す る 「 Ⅱ 形 大 便 器 」 と 同 等 以 上 の 性 能 を 有
す る 便 器 （ 使 用 水 量 6.5ℓ 以 下 ）  

そ の 他  鹿 追 町 と 協 議 し 、 認 め ら れ た も の  
 
別 表 第 ２ （ 補 助 対 象 外 経 費 ）  
共 通  
 

（ １ ） 目 的 達 成 に 直 接 係 わ ら な い 経 費  
（ ２ ） 既 設 設 備 等 の 撤 去 に 係 る 経 費 （ 撤 去 し た 設 備 等 の

処 理 費 を 含 む ）   
（ ３ ） 中 古 品  
（ ４ ） そ の 他 町 ⾧ が 補 助 対 象 外 と 認 め た 経 費  

 
別 表 第 ３ （ 交 付 申 請 関 係 ）  
共 通  
 

（ １ ） 現 に 鹿 追 町 内 に 住 所 を 有 す る 者 に あ っ て は 、 町 が 定
め る 町 税 納 入 状 況 調 査 承 諾 書 （ 別 添 様 式 ） そ の 他 の
者 に あ っ て は 、 現 に 住 所 を 有 す る 市 町 村 が 発 行 す る
納 税 証 明 書  
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（ ２ ） 自 己 が 所 有 し な い 住 宅 等 に 設 置 す る 場 合 は 、 所 有 者
の 承 諾 書 （ 別 添 様 式 ）  

（ ３ ） 経 費 の 内 訳 が 明 記 さ れ て い る 工 事 見 積 書 等 の 写 し
（ 建 売 の 場 合 は 売 買 見 積 書 等 の 写 し ）  

（ ４ ） 導 入 す る 部 材 ・ 設 備 の 仕 様 が 分 か る カ タ ロ グ 等  
（ ５ ） 誓 約 書 （ 別 添 様 式 ）  
（ ６ ） そ の 他 町 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

 
（ 新 築 ）  

北 方 型 住 宅 ZERO （ １ ） 北 方 型 住 宅 ZERO 施 工 計 画 書 （ 任 意 様 式 ）  
（ ２ ） き た 住 ま い る メ ン バ ー 登 録 を 証 す る 書 類  
（ ３ ） 建 設 予 定 地 の 写 真  
又 は 、 一 般 社 団 法 人 北 海 道 建 築 指 導 セ ン タ ー が 発 行 す る 北
方 型 住 宅 基 本 性 能 確 認 証  

 
（ 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム ）   

建 物 全 体 の 断 熱 改
修  

（ １ ） 改 修 前 の 状 況 写 真 及 び 施 工 方 法 が 分 か る 図 面  
（ ２ ） 性 能 の 向 上 が 分 か る 資 料 等  
   開 口 部 の 省 エ ネ 改

修  
躯 体
の 省
エ ネ
改 修  

外 壁 全 体 の
断 熱 性 能 を
高 め る 工 事  
屋 根 又 は 天
井 全 体 の 断
熱 性 能 を 高
め る 工 事  
床 全 体 の 断
熱 性 能 を 高
め る 工 事  

高 効
率 設
備 の
導 入  
 

高 断 熱 浴 槽  （ １ ） 従 来 使 用 し て い た 浴 槽 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・ 型
番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） JIS A5532 :2011に 規 定 す る 「 高 断 熱 浴 槽 」 と 同 等 以
上 の 性 能 を 有 す る こ と 。  
（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  

電 気 ヒ ー ト
ポ ン プ  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） JIS C 9220 :2018に 基 づ く 年 間 給 湯 保 温 効 率 、 又 は 年
間 給 湯 効 率 が  2.7 以 上 で あ る こ と 。  

   （ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  
潜 熱 回 収 型
ガ ス 給 湯 機  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） ・ 給 湯 暖 房 器 に あ っ て は 、 給 湯 部 熱 効 率 が 94%以 上
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で あ る こ と 。  
・ 給 湯 単 能 器 、 ふ ろ 給 湯 器 に あ っ て は 、 モ ー ド 熱 効

率 が  83.7% 以 上 で あ る こ と 。  
（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  

潜 熱 回 収 型
石 油 給 湯 機  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） ・ 油 だ き 温 水 ボ イ ラ ー に あ っ て は 、 連 続 給 湯 効 率 が
94%以 上 で あ る こ と 。  

・ 石 油 給 湯 機 の 直 圧 式 に あ っ て は 、 モ ー ド 熱 効 率 が  
81.3% 以 上 で あ る こ と 。  

・ 石 油 給 湯 機 の 貯 湯 式 に あ っ て は 、  74.6 ％ 以 上 で
あ る こ と 。  

（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  
ヒ ー ト ポ ン
プ ・ ガ ス 瞬
間 式 併 用 型
給 湯 機  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） 熱 源 設 備 は 電 気 式 ヒ ー ト ポ ン プ と ガ ス 補 助 熱 源 機 を
併 用 す る シ ス テ ム で 貯 湯 タ ン ク を 持 ち 、 年 間 給 湯 効
率 （ JGKAS A705） が  102 ％ 以 上 で あ る こ と 。  

   （ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  
節 湯 水 栓  （ １ ） 従 来 使 用 し て い た 水 栓 機 器 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー

・ 型 番 が わ か る も の ）  
（ ２ ） JIS B2061:2017に 規 定 す る 「 節 湯 形 」 の 水 栓 と 同 等

以 上 の 機 能 を 有 す る こ と 。  
（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  

燃 料 電 池 シ
ス テ ム  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） 燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消 費
性 能 計 算 プ ロ グ ラ ム に お い て 選 択 可 能 な 機 種 で あ る
こ と （ 燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト の 後 付 け も 可 ）  

   （ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  
コ ー ジ ェ ネ
レ ー シ ョ ン
設 備  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た 給 湯 機 の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） ・ 燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 エ ネ ル ギ ー 消
費 性 能 計 算 プ ロ グ ラ ム に お い て 選 択 可 能 な 機 種 で
あ る こ と 。 （ 燃 料 電 池 発 電 ユ ニ ッ ト の 後 付 け も
可 ）  

・ ガ ス エ ン ジ ン ・ コ ー ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン に つ い て
は 、 ガ ス 発 電 ユ ニ ッ ト の JIS 基 準  JIS B 8122 ） に
基 づ く 発 電 及 び 排 熱 利 用 の 総 合 効 率 が 、 低 位 発 熱
量 基 準  LHV 基 準 ） で  80 ％ 以 上 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  
暖 房 機 能 を
有 す る 空 気

（ １ ） 設 置 予 定 場 所 の 写 真  
（ ２ ） 暖 房 機 能 を 有 す る 空 清 浄 機 能 又 は 換 気 機 能 付 き エ ア



8 
 

清 浄 機 能 又
は 換 気 機 能
付 き エ ア コ
ン  

コ ン で あ る こ と 。  
（ ３ ） 空 気 清 浄 機 能 又 は 換 気 機 能 の 効 果 に つ い て 、 次 の い

ず れ か に 該 当 す る 試 験 機 関 等 で 確 認 さ れ た エ ア コ ン
で あ る こ と 。  
・ 国 、 地 方 公 共 団 体 ま た は 独 立 行 政 法 人 （ 以 下 「 国

等 」 と い う ） が 運 営 す る 試 験 機 関 等  
・ 国 等 の 認 可 等 を 受 け た 試 験 機 関 等  
・ 法 令 ま た は 条 例 に 基 づ く 試 験 等 を 国 等 か ら 受 託 し

て い る 試 験 機 関 等  
（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  

LED照 明  （ １ ） 工 事 前 の 状 況 写 真   
節 水 型 ト イ
レ  

（ １ ） 従 来 使 用 し て い た ト イ レ の 写 真 （ 全 体 ・ メ ー カ ー ・
型 番 が わ か る も の ）  

（ ２ ） JIS A5207に 規 程 す る 「 Ⅱ 形 大 便 器 」 と 同 等 以 上 の 性
能 を 有 す る 便 器 （ 使 用 水 量 6.5ℓ 以 下 ） で あ る こ と 。  
（ ２ ） の 要 件 を 証 す る カ タ ロ グ 等  

そ の 他  鹿 追 町 と 協 議 し 、 認 め ら れ た も の  
 
別 表 第 ４ （ 実 績 報 告 関 係 ）  
共 通  
 

（ １ ） 対 象 の 改 修 ・ 設 置 状 況 を 撮 影 し た 写 真 及 び 図 面  
（ ２ ） 対 象 の 設 置 に 係 る 領 収 証 （ 明 細 あ り ） 及 び 契 約 書 が

あ る 場 合 は 契 約 書 の 写 し  
（ ３ ） そ の 他 町 ⾧ が 必 要 と 認 め る 書 類  

 
（ 新 築 ）  

北 方 型 住 宅 ZERO （ １ ） 住 宅 ラ ベ リ ン グ シ ー ト  
又 は 、一 般 社 団 法 人 北 海 道 建 築 指 導 セ ン タ ー が 発 行 す る 住 宅  
履 歴 保 管 書  
（ ２ ） 完 成 見 学 会 時 の 写 真  

 
（ 性 能 向 上 リ フ ォ ー ム ）   

建 物 全 体 の 断 熱 改
修  

（ １ ） 共 通 と 同 じ  

開 口 部 の 省 エ ネ 改
修  
躯 体
の 省
エ ネ
改 修  

外 壁 全 体 の
断 熱 性 能 を
高 め る 工 事  
屋 根 又 は 天
井 全 体 の 断
熱 性 能 を 高
め る 工 事  
床 全 体 の 断
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熱 性 能 を 高
め る 工 事  

高 効
率 設
備 の
導 入  
 

高 断 熱 浴 槽  
電 気 ヒ ー ト
ポ ン プ  
潜 熱 回 収 型
ガ ス 給 湯 機  
潜 熱 回 収 型
石 油 給 湯 機  
ヒ ー ト ポ ン
プ ・ ガ ス 瞬
間 式 併 用 型
給 湯 機  
節 湯 水 栓  
燃 料 電 池 シ
ス テ ム  
コ ー ジ ェ ネ
レ ー シ ョ ン
設 備  
暖 房 機 能 を
有 す る 空 気
清 浄 機 能 又
は 換 気 機 能
付 き エ ア コ
ン  
LED照 明  
節 水 型 ト イ
レ  

そ の 他  鹿 追 町 と 協 議 し 、 認 め ら れ た も の  
 


